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■議決の結果及び内容（詳しくは町ＨＰの会議録をご覧下さい。図書館でも閲覧可能です。）
 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

議案第55号 松茂町津波防災センター・中央庁舎動産の買入について 28年11月29日 原案可決
 ◆契約金額：4,133万1,600円
 　契約の相手方：有限会社松竹堂

議案第56号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 28年11月29日 原案可決
 ◆人事院及び徳島県人事委員会から「公民格差の解消と均衡を図るため、
 公務員の月例給と勤勉手当などについて、引き上げを行うことが適当で
 ある」旨の勧告に準じて、条例を改正する。

議案第57号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改 28年12月14日 原案可決
 正する条例
 ◆国に準じ、条例を改正する。

議案第58号 松茂町津波防災センター・中央庁舎の設置及び管理に関す 28年12月14日 原案可決
 る条例
 ◆施設の完成に伴い、設置及び管理に関する条例を新たに制定する。

議案第59号 松茂町課設置条例の一部を改正する条例 28年12月14日 原案可決
 ◆行政改革により、民生部門の一部の事務分掌及び課名を見直したこと
 に伴い、条例改正する。

議案第60号 松茂町印鑑条例の一部を改正する条例 28年12月14日 原案可決
 ◆平成29年３月から個人番号カードを利用し、全国のコンビニエンス
 ストアで印鑑証明書の交付が可能となるコンビニ交付サービスを開始
 することに伴い、条例の一部を改正する。

議案第61号 松茂町手数料条例の一部を改正する条例 28年12月14日 原案可決
 ◆平成29年３月から個人番号カードを利用し、コンビニ交付サービスを
 開始することに伴い、条例の一部を改正する。

議案第62号 松茂町私債権管理条例 28年12月14日 原案可決
 ◆私債権の管理、回収を適正且つ効率的に行い、不納欠損処理の適正
 化を図るため、新たに条例を制定する。

議案第63号 松茂町農業委員会の委員及び松茂町農地利用最適化推進委 28年12月14日 原案可決
 員定数条例
 ◆農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律が平成28年４月１日
 から施行により、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数
 を規定する条例を新たに制定する。

議案第64号 松茂町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例の 28年12月14日 原案可決
 一部を改正する条例
 ◆前議案により、農地利用最適化推進委員を追加する。

議案第65号 平成28年度松茂町一般会計補正予算（第３号） 28年12月14日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億4,149万7千円を
 追加し、総額を67億4,938万9千円とする。

議案第66号 平成28年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 28年12月14日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ749万4千円を減
 額し、総額を19億1,041万7千円とする。

議案第67号 平成28年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第２号） 28年12月14日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ539万8千円を追加
 し、総額を10億6,010万4千円とする。

議案第68号 平成28年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 28年12月14日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ37万円を追加し、
 総額を1億6,368万3千円とする。
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国
民
健
康
保
険
税
に
つ

い
て

1 春
藤 

康
雄 

議
員

⑴
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
医
療

分
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
支
援
分
、

介
護
保
険
制
度
分
と
い
っ
た
も
の
の

総
額
課
税
と
な
っ
て
い
て
、
な
お
か

つ
応
能
・
応
益
負
担
の
原
則
に
も
と

づ
く
所
得
割
・
資
産
割
・
平
等
割
・

均
等
割
と
い
っ
た
算
定
方
式
も
あ
り
、

な
か
な
か
理
解
し
づ
ら
い
制
度
と

な
っ
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て
近
年
、

課
税
限
度
額
や
税
率
の
変
更
に
よ
る

増
額
改
定
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
こ

れ
も
国
民
健
康
保
険
制
度
の
財
政
を

健
全
に
運
営
し
よ
う
と
し
た
結
果
だ

と
は
理
解
で
き
る
が
、
増
額
改
定
だ

け
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
そ
ろ

そ
ろ
町
と
し
て
国
保
税
の
課
税
方
式

を
根
本
か
ら
検
討
し
直
す
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
現
在
の
、

い
わ
ゆ
る
町
村
型
の
課
税
方
式
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
中
小
都
市
型
に
変
え
る
な

ど
、
検
討
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

　

あ
る
い
は
町
の
一
般
会
計
か
ら
の

国
民
健
康
保
険
財
政
へ
の
支
援
額
の

見
直
し
を
進
め
て
は
ど
う
か
。

　

ま
た
、
平
成
三
十
年
度
か
ら
、
国

民
健
康
保
険
財
政
の
運
営
責
任
主
体

　

本
年
四
回
目
、
最
後
の
定
例
会
が
十
一
月
二
十
九
日
か
ら

十
二
月
十
四
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
二
日
目
に
当

た
る
十
二
月
一
日
に
は
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
性
格
の
異
な
る
三
つ
の
分
野
で
、
丁
寧
か
つ
真

摯
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
を
聞
き
た
い
！

 

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

 

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

議会会議録は
松茂町図書館に
配置してあります

 議案番号 件 名 及 び 内 容   議決年月日 議決の結果

議案第69号 平成28年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第２号） 28年12月14日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ251万6千円を減
 額し、総額を1億697万8千円とする。

議案第70号 平成28年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第２号） 28年12月14日 原案可決
 ◆既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ609万8千円を減
 額し、総額を4億7,201万2千円とする。

議案第71号 平成28年度松茂町水道特別会計補正予算（第１号） 28年12月14日 原案可決
 ◆収益的支出においては、給与関係予算の組み替えを行うもので、資本
 的収入においては、158万8千円を減額し、資本的支出では、260万9千
 円を減額補正する。

発議第３号 松茂町議会委員会条例の一部を改正する条例 28年12月14日 原案可決
 ◆民生部門の一部の課名を見直したことに伴い、条例改正する。

 委員会の閉会中の継続調査について 28年12月14日 原案可決
 ◆総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、議会運
 営委員会、広報特別委員会及び地震・津波対策特別委員会は継続調査を
 行う。

追加議案

発議第４号 参議院選挙における合区の解消に関する意見書 28年12月14日 原案可決
 ◆参議院選挙における合区解消の意見書を関係大臣等に提出する。
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が
町
か
ら
県
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
向
け
て
の
現
在

の
進
捗
状
況
は
ど
う
か
。
県
と
の
協

議
が
進
ん
で
い
る
と
思
う
が
、
本
町

住
民
の
負
担
増
や
一
般
会
計
か
ら
の

繰
出
金
増
額
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う

な
要
求
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑵
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
現

役
世
代
の
大
部
分
は
国
民
年
金
の
第

一
号
被
保
険
者
で
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
国
保
税
だ
け
で
家
計
の
負

担
の
軽
重
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、

国
民
年
金
も
合
わ
せ
て
判
断
す
べ
き

だ
と
思
う
。
こ
の
観
点
か
ら
、
家
計

に
過
重
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
国
保
税
課
税
の
限
度
に
つ

い
て
町
の
見
解
を
求
め
る
。
ち
な
み

に
他
の
県
内
自
治
体
と
比
べ
、
本
町

の
課
税
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

⑴
議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
、
国

保
税
に
関
す
る
制
度
は
、
簡
単

に
理
解
で
き
な
い
も
の
か
と
は
思
い

ま
す
が
、
現
在
の
制
度
は
、
国
民
健

康
保
険
財
政
の
継
続
的
な
健
全
運
営

を
図
る
と
と
も
に
、
住
民
負
担
、
特

に
中
間
所
得
者
層
の
負
担
増
を
で
き

る
だ
け
押
さ
え
る
と
い
う
バ
ラ
ン
ス

を
考
え
た
も
の
で
す
。
例
え
ば
平
成

二
十
六
年
度
か
ら
続
い
て
い
る
賦
課

限
度
額
の
増
額
は
、
こ
の
よ
う
な
趣

旨
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
現
行

制
度
の
も
と
で
は
、現
在
、町
が
行
っ

て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
町
村
型
の
課
税

方
式
を
変
更
す
る
考
え
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

ま
た
一
般
会
計
か
ら
の
国
民
健
康

保
険
財
政
へ
の
繰
出
金
に
つ
い
て
は
、

家
計
の
負
担
緩
和
や
単
年
度
決
算
の

補
填
等
の
観
点
か
ら
、
適
切
な
水
準

を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

そ
し
て
議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
、

平
成
三
十
年
度
か
ら
の
制
度
改
正
に

向
け
て
、
現
在
、
県
と
県
内
各
自
治

体
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
協
議
が
進
ん

で
い
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
平
成

二
十
九
年
十
一
月
に
県
が
国
保
運
営

指
針
を
定
め
、
十
二
月
に
は
、
そ
れ

に
基
づ
き
県
の
条
例
改
正
が
行
わ
れ
、

こ
れ
を
受
け
、
平
成
三
十
年
二
月
、

県
内
各
自
治
体
で
国
保
運
営
協
議
会

で
保
険
税
率
を
協
議
し
、
三
月
に
各

自
治
体
の
条
例
改
正
、
す
な
わ
ち
国

保
税
税
率
の
改
正
等
を
行
い
、
新
制

度
移
行
を
前
提
に
し
た
予
算
を
定
め

る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、

新
制
度
移
行
の
詳
細
に
つ
い
て
、
政

令
・
省
令
等
が
定
め
ら
れ
明
ら
か
に

な
っ
て
き
ま
す
の
で
、
町
も
国
保
保

険
者
と
し
て
適
切
に
対
応
し
て
ま
い

り
ま
す
。

⑵
国
民
健
康
保
険
と
国
民
年
金
は
全
く

目
的
を
異
に
し
た
制
度
な
の
で
、
そ

れ
を
合
わ
せ
て
の
見
解
は
町
は
持
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
お
尋
ね
の

国
保
税
課
税
の
限
度
や
家
計
の
負
担

軽
減
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
層
向

け
に
国
保
税
の
軽
減
制
度
を
用
意
す

る
な
ど
、
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

県
内
他
自
治
体
と
比
べ
、
本
町
の

国
保
税
の
課
税
状
況
は
、
算
定
方
式

の
う
ち
、
世
帯
別
平
等
割
が
県
内
最

高
額
で
は
あ
り
ま
す
が
、
所
得
割
・

資
産
割
・
均
等
割
の
税
率
は
高
く
な

く
、
応
能
・
応
益
割
に
つ
い
て
も
標

準
割
合
に
近

く
、
税
額
自

体
で
見
る
と
、

他
自
治
体
と

比
べ
、
決
し

て
高
額
で
は

な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

川
田 　

修 

議
員

⑴
大
地
震
等
の
災
害
時
に
水
道

管
が
破
裂
す
る
と
、
断
水
等
が

発
生
し
、
町
民
生
活
へ
の
影
響
は
大

き
く
、
か
つ
長
期
化
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
水
道
管
の
耐
用
年
数
は
四
十

年
程
度
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
町
の

耐
用
年
数
超
え
の
老
朽
管
は
一
・

八
％
と
、
県
内
他
市
町
村
に
比
べ
よ

い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

九
月
の
徳
島
新
聞
の
記
事
に
よ
る
と
、

町
は
老
朽
管
更
新
を
平
成
三
十
二
年

度
ま
で
に
完
了
す
る
と
あ
っ
た
が
、

予
定
ど
お
り
に
完
了
す
る
か
。

　

ま
た
、
老
朽
管
更
新
と
と
も
に
水

道
管
の
耐
震
化
も
急
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
町
は
第
五
次
総
合
計
画
の

中
で
配
水
本
管
の
耐
震
化
の
早
期
完

水
道
配
水
本
管
の
耐
震

化
と
水
道
事
業
の
広
域

化
に
つ
い
て

1
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了
を
う
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
耐
震

化
計
画
の
策
定
状
況
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か
。
例
え
ば
計
画
の
基
礎
と
な

る
幹
線
管
路
図
の
作
成
は
で
き
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
被
災
時
に
断
水
さ

せ
て
は
い
け
な
い
重
要
な
施
設
へ
の

配
水
本
管
の
耐
震
化
は
優
先
的
に
着

手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の

よ
う
な
施
設
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も

の
を
考
え
て
い
る
か
。

　

耐
震
化
事
業
は
長
期
に
わ
た
り
、

多
大
な
費
用
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
費

用
の
概
算
を
示
し
、
町
民
の
皆
様
に

水
道
料
金
の
値
上
げ
と
い
っ
た
形
で
、

ど
れ
だ
け
の
負
担
を
お
願
い
す
る
の

か
を
早
期
に
示
し
て
ほ
し
い
。

⑵
隣
の
香
川
県
で
は
、
直
島
町
を
除
き
、

全
県
で
企
業
団
を
設
立
し
、
水
道
事

業
の
広
域
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
、
県
内
で
は
鳴
門
市
と
北
島
町

が
浄
水
場
の
共
同
整
備
・
維
持
管
理

に
向
け
検
討
を
始
め
た
と
報
道
さ
れ

て
い
る
。
持
続
可
能
な
水
道
事
業
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
町
も
例

え
ば
板
野
郡
五
町
と
鳴
門
市
の
間
で

水
道
事
業
の
広
域
化
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
他
の
市

町
村
の
動
き
は
ど
う
か
。
ま
た
、
町

と
し
て
将
来
の
方
向
性
は
ど
う
か
。

⑴
水
道
配
水
の
老
朽
管
の
更
新

は
平
成
三
十
二
年
度
に
完
了
す

る
よ
う
、
事
業
を
実
施
中
で
す
。

　

水
道
管
の
耐
震
化
計
画
に
つ
い
て

は
、
議
員
か
ら
ご
指
摘
の
あ
り
ま
し

た
幹
線
管
路
図
は
作
成
済
み
で
、
本

格
的
な
計
画
策
定
は
平
成
二
十
九
年

度
以
降
、早
期
に
策
定
し
ま
す
。
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
施
設
を
念
頭
に
お
い
て

計
画
を
策
定
す
る
か
に
つ
き
ま
し
て

は
、
施
設
の
重
要
度
や
優
先
度
を
踏

ま
え
て
、
給
水
拠
点
と
な
る
避
難
所

や
医
療
施
設
等
を
考
慮
し
な
が
ら
基

幹
管
路
を
決
定
し
、
整
備
計
画
を
策

定
し
ま
す
。

　

議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
、
水
道
管

の
耐
震
化
事
業
は
長
期
に
わ
た
り
、

多
額
な
費
用
を
必
要
と
し
ま
す
。
現

時
点
で
は
事
業
概
要
及
び
概
算
費
用

は
不
明
で
す
が
、
町
で
は
平
成
二
十

六
年
度
に
水
道
料
金
を
一
〇
％
上
げ

た
ば
か
り
で
す
の
で
、
で
き
る
だ
け

現
行
料
金
を
上
げ
る
こ
と
な
い
よ
う

に
計
画
を
策
定
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

⑵
水
道
事
業
の
広
域
化
に
つ
い
て
は
、

町
と
し
て
現
時
点
で
は
考
え
て
お
り

ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
板
野
郡
五

町
の
中
で
藍
住
町
、
板
野
町
、
上
板

町
は
地
下
水
を
水
源
と
し
て
い
て
、

当
町
と
浄
水
工
程
が
違
い
ま
す
し
、

鳴
門
市
と
北
島
町
の
広
域
化
検
討
は

同
時
期
に
浄
水
場
の
更
新
時
期
が
来

た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
、
間
も
な
く

浄
水
場
の
更
新
が
完
了
す
る
当
町
と

は
事
情
を
異
に
す
る
か
ら
で
す
。
た

だ
、
今
後
、
県
全
体
と
し
て
広
域
連

携
の
動
き
が
あ
れ
ば
、
参
加
も
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
動
向
を
注
視
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

松
茂
中
学
校
の
プ
ー
ル
は
、
設

置
後
四
十
五
年
を
経
過
し
、
老

朽
化
が
進
ん
だ
と
し
て
平
成
二
十
四
年

に
使
用
中
止
と
な
っ
た
。
現
在
、
同
中

学
校
の
生
徒
は
、
隣
の
北
島
町
の
サ
ン

ビ
レ
ッ
ジ
北
島
ま
で
出
向
い
て
水
泳
の

授
業
を
行
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
町
内
の
三
小
学
校
の
プ
ー
ル

の
状
況
は
、
松
茂
小
学
校
は
築
後
二
十

四
年
、
喜
来
小
学
校
は
築
後
十
一
年
、

長
原
小
学
校
は
築
後
四
十
四
年
を
経
過

し
て
い
る
。
長
原
小
学
校
の
場
合
、
松

茂
中
学
校
と
同
様
と
考
え
れ
ば
、
す
ぐ

に
使
用
中
止
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
。
松
茂
小
学
校
も
十
数
年
後
に
は
使

用
中
止
に
な
る
可
能
性
が
な
い
と
は
言

え
な
い
。

　

町
は
現
在
、
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
を
平
成
二
十
九
年
三
月
末
を
め
ど

に
策
定
中
だ
が
、
こ
こ
で
は
長
期
的
視

点
を
持
っ
て
、
公
共
施
設
の
更
新
・
統

廃
合
・
長
寿
命
化
を
図
り
、
財
政
負
担

を
軽
減
し
な
が
ら
、
最
適
配
置
を
実
現

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
町
で
は
公
共
施

設
の
約
半
分
を
教
育
施
設
が
占
め
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
右
の
基
本
方

針
に
照
ら
し
、
町
の
小
中
学
校
の
プ
ー

ル
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

　

各
学
校
に
プ
ー
ル
を
設
置
す
る
以
外

に
考
え
ら
れ
る
対
策
と
し
て
は
、
例
え

ば
年
間
を
通
じ
て
利
用
で
き
る
拠
点
型

屋
内
プ
ー
ル
を
町
が
建
設
し
、
そ
こ
を

学
校
の
授
業
に
利
用
す
る
と
と
も
に
、

今
後
の
小
中
学
校
の

プ
ー
ル
管
理
と
拠
点
型

屋
内
プ
ー
ル
の
建
設
に

つ
い
て

2
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空
き
時
間
に
は
町
民
の
皆
様
も
利
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
学

校
教
育
に
資
す
る
と
と
も
に
、
現
在
、

課
題
と
な
っ
て
い
る
高
齢
者
の
健
康
寿

命
の
増
進
に
も
役
立
つ
と
思
う
。
今
後

十
年
程
度
を
め
ど
に
拠
点
型
屋
内
プ
ー

ル
の
建
設
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

　

将
来
、
も
し
町
内
三
小
学
校
の
プ
ー

ル
が
使
用
中
止
に
な
り
、
松
茂
中
学
校

と
同
様
、
町
の
小
学
生
が
授
業
を
受
け

る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
隣
町
ま
で
出
か
け

る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
が
健
全
な
姿
な
の

か
な
と
思
う
。
ま
た
、
便
利
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
何
で
も
施
設
を
建
設
し
ろ
で

は
町
の
財
政
が
追
い
つ
か
な
い
こ
と
も

確
か
に
理
解
は
で
き
る
が
、
他
市
町
村

に
あ
っ
て
当
町
に
は
な
い
施
設
を
つ
く

る
こ
と
は
検
討
し
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
、
あ
え
て
拠
点
型
屋
内

プ
ー
ル
の
建
設
を
提
案
し
た
次
第
で
あ

る
。

結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、

議
員
ご
提
案
の
拠
点
型
屋
内

プ
ー
ル
の
建
設
は
現
在
考
え
て
お
り
ま

せ
ん
。
平
成
二
十
六
年
、
屋
内
プ
ー
ル

の
設
置
に
向
け
検
討
を
行
い
ま
し
た
が
、

当
時
の
試
算
で
は
、
北
島
町
等
の
他
自

治
体
の
例
も
参
考
に
し
た
結
果
、
屋
内

プ
ー
ル
の
利
用
者
も
多
く
望
め
ず
、
健

全
な
財
政
の
も
と
で
の
維
持
管
理
が
難

し
い
と
判
断
し
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　

今
後
の
町
内
三
小
学
校
の
プ
ー
ル
に

つ
い
て
は
、
各
校
と
も
適
時
適
切
な
維

持
管
理
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
特
に
長
原
小
学
校
に
つ
い
て
は
、

適
時
適
切
な
補
修
を
行
う
こ
と
で
、
耐

用
年
数
の
延
伸
を
図
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
将
来
、
も
し
各

小
学
校
の
プ
ー
ル
が
老
朽
化
に
よ
り
使

用
中
止
と
な
っ
た
場
合
の
対
策
は
ま
だ

検
討
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
町
内
の
他

小
学
校
へ
赴
き
、
そ
こ
の
児
童
生
徒
と

交
流
し
な
が
ら
授
業
を
受
け
る
こ
と
も

一
案
か
と
考
え
ま
す
。

　

現
在
の
松
茂
中
学
校
の
よ
う
に
他
自

治
体
へ
出
向
き
、
授
業
を
行
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
も
広
域
行
政
の
一
つ

と
考
え
、
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

  

常
任
委
員
会

 

　

 

委
員
長
レ
ポ
ー
ト

　

第
四
回
定
例
会
に
お
け
る

委
員
長
報
告
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
各
会
計
の
補
正
総
額
等
は
、
議
決
の

結
果
及
び
内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
）

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

森
谷　

靖

　

付
託
さ
れ
た
議
案
四
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務

員
給
与
の
改
定
に
準
じ
、
特
別
職
の
国

家
公
務
員
の
給
与
改
定
が
行
わ
れ
ま
す

こ
と
か
ら
、
本
町
に
お
い
て
も
国
に
準

じ
、
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

改
正
の
主
な
内
容
は
、
新
教
育
長
制

度
の
規
定
の
追
加
と
特
別
職
の
期
末
手

当
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
松
茂
町
津
波
防
災
セ

ン
タ
ー
・
中
央
庁
舎
部
分
の
完
成
に
伴

い
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
新
た
に
制
定

す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
条
例
の
施
行
期
日
は
、

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
で
す
。

災
害
時
に
避
難
者
が
連
れ
て
い
る

ペ
ッ
ト
の
取
り
扱
い
は
ど
う
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

こ
の
条
例
で
は
定
め
て
い
ま
せ
ん
。

実
際
の
運
用
の
中
で
定
め
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
庁
舎
移
転
を
機
会
に

手
続
き
や
サ
ー
ビ
ス
の
関
連
す
る
町
民

福
祉
課
、
健
康
保
険
課
の
事
務
分
掌
及

び
課
名
を
見
直
し
、
新
た
に
住
民
課
、

福
祉
課
へ
の
再
編
を
行
う
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
条
例
の
施
行
期
日
は
、

特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の

も
の
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

主
な
質
疑
事
項

Ａ Ｑ

松
茂
町
課
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

松
茂
町
津
波
防
災
セ
ン

タ
ー
・
中
央
庁
舎
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
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平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
四
千
百
四
十
九

万
七
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
総
額

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
十
七
億
四
千

九
百
三
十
八
万
九
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

　

歳
入
の
地
方
特
例
交
付
金
で
百
四
十

六
万
二
千
円
及
び
地
方
交
付
税
の
普
通

交
付
税
で
三
千
三
百
五
十
三
万
五
千
円

の
増
額
補
正
は
確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。

衛
生
費
県
負
担
金
で
百
五
十
四
万
七
千

円
の
減
額
補
正
は
、
国
民
健
康
保
険
基

盤
安
定
負
担
金
で
軽
減
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
数
の
減
少
に
よ
り
保
険
税
軽

減
額
が
減
額
に
よ
る
も
の
で
す
。
繰
越

金
で
四
千
百
三
十
万
三
千
円
の
増
額
補

正
は
、
歳
出
の
補
正
の
財
源
に
充
て
る

も
の
で
す
。
雑
入
で
百
八
十
二
万
三
千

円
の
増
額
補
正
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク

ラ
ウ
ド
構
築
費
用
助
成
金
の
追
加
交
付

に
よ
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
電
子
計
算
費
で
三
百
六
十
四

万
七
千
円
の
増
額
補
正
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
特
定
個
人
情
報
活
用
等
に
伴
い
、

徳
島
県
及
び
県
内
自
治
体
が
一
体
的
に

シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
を
高
め

る
た
め
、
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
に
要
す

る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
で
す
。
財
政

調
整
基
金
費
で
七
千
四
百
二
十
二
万
九

千
円
の
増
額
補
正
は
、
今
回
の
補
正
に

よ
る
剰
余
金
を
基
金
に
積
み
立
て
る
も

の
で
す
。
繰
出
金
で
一
千
七
百
一
万
一

千
円
の
減
額
補
正
の
う
ち
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
基
盤

安
定
繰
出
金
が
所

管
分
で
百
八
十
四

万
二
千
円
は
歳
入

で
説
明
し
ま
し
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算
の
剰
余
金
を
財
政
調
整
基

金
に
積
み
立
て
た
と
説
明
が
あ
り
ま

し
た
が
、
ほ
か
の
基
金
に
も
積
み
立

て
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
積
立
金
の

考
え
方
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

本
町
の
基
金
に
は
そ
れ
ぞ
れ
目
的
が

あ
り
ま
す
の
で
、
今
回
は
財
源
に
余

裕
が
あ
る
と
き
に
積
み
立
て
不
足
す

る
と
き
に
取
り
崩
す
こ
と
で
財
源
を

調
整
し
、
計
画
的
な
財
政
運
営
を
行

う
た
め
財
政
調
整
基
金
に
積
み
立
て

ま
し
た
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

一
森　

敬
司

　

付
託
さ
れ
た
議
案
七
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

自
治
体
の
債
権
に
は
、
公
債
権
と
私

債
権
が
あ
り
、
公
法
上
の
債
権
を
公
債

権
と
い
い
、
地
方
税
、
国
民
健
康
保
険

税
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
公
債

権
は
滞
納
者
に
財
産
調
査
を
す
る
こ
と

が
で
き
、
差
し
押
さ
え
な
ど
滞
納
処
分

が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
民
法
な
ど
の
私
法
に
基

づ
き
発
生
す
る
債
権
を
私
債
権
と
い
い
、

学
校
給
食
費
、
水
道
料
金
、
町
営
住
宅

家
賃
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
私

債
権
は
滞
納
者
の
財
産
調
査
が
で
き
な

い
た
め
、
滞
納
処
分
も
で
き
ず
、
最
終

的
な
債
権
の
回
収
は
、
裁
判
所
へ
の
民

事
訴
訟
手
続
き
で
債
権
の
回
収
が
可
能

と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
本
町
に
お
け
る
私
債
権
の

管
理
、
回
収
業
務
を
適
正
か
つ
効
率
的

に
行
う
と
と
も
に
、
不
納
欠
損
処
理
の

適
正
化
を
図
る
た
め
本
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
条
例
の
施
行
期
日
は
、

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
農
業
委
員
会
等
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
農
業
委
員
会
の
委
員

の
定
数
を
十
二
人
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
定
数
を
四
人
と
定
め
る
も

の
で
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
支
給
を

定
め
る
も
の
で
す
。

法
改
正
に
よ
る
農
業
委
員
会
の
委
員

等
の
定
数
や
選
任
方
法
の
変
更
に
つ

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）（
所
管
分
）

松
茂
町
農
業
委
員
会
の

委
員
及
び
松
茂
町
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員

定
数
条
例

松
茂
町
私
債
権
管
理
条

例

松
茂
町
各
種
委
員
会
委

員
等
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
支
給
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

主
な
質
疑
事
項

Ａ Ｑ

主
な
質
疑
事
項
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い
て
の
説
明
な
ど
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
ま
す
か
。

農
業
委
員
の
定
数
や
選
任
方
法
な
ど

の
制
度
変
更
に
つ
い
て
、
各
地
区
の

代
表
者
な
ど
に
説
明
の
上
で
事
務
を

進
め
ま
す
。

　

歳
出
に
つ
い
て
商
工
振
興
費
の
委
託

料
で
七
十
一
万
円
の
減
額
補
正
は
、
海

水
浴
場
監
視
及
び
安
全
対
策
委
託
料
の

確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。
操
出
金
、
農

業
集
落
排
水
特
別
会
計
操
出
金
で
百
七

十
六
万
五
千
円
、
公
共
下
水
道
特
別
会

計
操
出
金
で
一
千
四
百
九
十
五
万
七
千

円
の
減
額
補
正
は
、
財
源
調
整
の
た
め

補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
百
五
十
一
万
六

千
円
を
減
額
し
、
補
正
後
の
予
算
の
総

額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
六
百
九

十
七
万
八
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
一
般
会
計
繰
入
金
で
百
七
十

六
万
五
千
円
の
減
額
補
正
は
、
歳
入
歳

出
の
財
源
調
整
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
集
落
排
水
事
業
管
理
費
で
二

百
五
十
一
万
六
千
円
の
減
額
補
正
は
、

決
算
見
込
み
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

十
一
月
末
現
在
の
接
続
状
況
は
、
長

岸
地
区
が
約
九
三
・
九
％
、
中
喜
来
地

区
が
約
六
六
・
八
％
、
北
川
向
地
区
が

約
七
五
・
四
％
、
事
業
全
体
三
地
区
合

計
で
約
七
三
・
六
％
の
接
続
率
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
六
百
九
万
八
千
円

を
減
額
し
、
補
正
後
の
予
算
の
総
額
を

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四
億
七
千
二
百
一

万
二
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
一
般
会
計
繰
入
金
で
一
千
四

百
九
十
五
万
七
千
円
の
減
額
補
正
は
、

歳
入
歳
出
の
財
源
調
整
に
よ
る
も
の
で

す
。
雑
入
で
六
百
三
十
四
万
三
千
円
の

増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
七
年
度
消
費

税
の
額
の
確
定
に
よ
る
還
付
金
で
す
。

負
担
金
で
二
百
五
十
一
万
六
千
円
の
増

額
補
正
は
、
公
共
下
水
道
受
益
者
負
担

金
の
増
額
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
公
共
下
水
道
建
設
費
で
五
百

八
十
七
万
二
千
円
及
び
公
共
下
水
道
管

理
費
で
百
十
九
万
八
千
円
の
減
額
補
正

は
、
決
算
見
込
み
に
よ
る
も
の
で
す
。

流
域
下
水
道
費
で
九
十
七
万
二
千
円
の

増
額
補
正
は
、
徳
島
県
が
最
終
処
理
場

管
理
棟
の
津
波
防
護
壁
整
備
工
事
を
追

加
発
注
す
る
こ
と
に
伴
い
、
本
町
の
負

担
金
を
増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

十
一
月
末
現
在
の
接
続
状
況
は
、
公

共
汚
水
ま
す
設
置
戸
数
一
千
百
二
十
戸

に
対
し
、
接
続
完
了
戸
数
が
六
百
十
八

戸
で
約
五
五
％
の
接
続
率
で
す
。

　

こ
の
た
び
の
補
正
は
、
給
与
関
係
の

予
算
の
組
み
替
え
と
資
本
的
収
支
で
公

共
下
水
道
事
業
に
伴
う
配
水
管
布
施
替

費
を
事
業
の
確
定
に
よ
り
減
額
補
正
す

る
も
の
で
す
。

教
育
民
生
常
任
委
員
会

委
員
長　

佐
藤　

道
昭

　

付
託
さ
れ
た
議
案
六
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
二
議
案
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
九
年
三
月
か
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
を

利
用
し
て
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録

証
明
書
な
ど
の
証
明
書
を
交
付
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
開
始
す
る
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
証
明
書

を
交
付
さ
れ
た
場
合
に
手
数
料
を
五

十
円
安
く
す
る
理
由
は
ど
う
し
て
で

し
ょ
う
か
。

全
国
的
に
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
普
及

啓
発
の
た
め
、
手
数
料
を
五
十
円
下

げ
て
い
る
取
り
組
み
が
多
い
た
め
本

町
も
同
様
に
取
り
組
む
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
民
生
費
国
庫
負
担
金
で
五
百

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）（
所
管
分
）

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
農
業
集
落
排
水
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
公
共
下
水
道
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
水
道
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）

松
茂
町
印
鑑
条
例
の　

一
部
を
改
正
す
る
条
例

松
茂
町
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）（
所
管
分
）

主
な
質
疑
事
項

Ａ Ｑ
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二
十
四
万
六
千
円
、
民
生
費
県
負
担
金

で
六
百
十
四
万
一
千
円
の
増
額
補
正
は
、

年
度
末
ま
で
の
見
込
み
に
よ
る
も
の
で

す
。
民
生
費
国
庫
補
助
金
で
五
千
百
五

十
三
万
八
千
円
の
増
額
補
正
は
、
臨
時

福
祉
給
付
金
補
助
金
の
追
加
交
付
に
よ

る
も
の
で
す
。

　

歳
出
の
障
害
者
福
祉
費
で
四
千
四
百

四
十
六
万
三
千
円
、
老
人
保
健
費
で
一

千
五
十
五
万
一
千
円
の
増
額
補
正
と
児

童
福
祉
総
務
費
で
一
千
四
百
二
十
三
万

一
千
円
、
幼
稚
園
管
理
費
で
一
千
八
十

八
万
七
千
円
の
減
額
補
正
は
、
年
度
末

ま
で
の
見
込
み
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
児
童
福
祉
総
務
費
の
補
正
予

算
の
中
に
は
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
子

ど
も
は
ぐ
く
み
医
療
の
対
象
範
囲
を
中

学
校
修
了
ま
で
拡
大
す
る
た
め
に
必
要

な
事
務
費
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
臨
時

福
祉
給
付
金
等
給
付
事
業
費
で
五
千
百

八
万
三
千
円
の
増
額
補
正
の
う
ち
五
千

百
万
円
は
、
国
の
追
加
交
付
で
、
消
費

税
引
き
上
げ
に
よ
る
低
所
得
者
層
へ
の

配
慮
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
四
月
か

ら
平
成
三
十
年
九
月
ま
で
、
消
費
税
引

き
上
げ
延
期
期
間
の
二
年
六
カ
月
分
を

一
括
給
付
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
対
象
者
は
、
平
成
二
十
八
年
一

月
一
日
基
準
と
す
る
低
所
得
者
に
一
万

五
千
円
を
給
付
す
る
も
の
で
す
。
操
出

金
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
操
出
金

で
百
五
十
三
万
円
の
減
額
補
正
、
介
護

保
険
特
別
会
計
繰
出
金
で
二
百
七
十
一

万
三
千
円
の
増
額
補
正
は
、
年
度
末
ま

で
の
見
込
み
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
七
百
四
十
九
万
四

千
円
を
減
額
し
、
補
正
後
の
予
算
の
総

額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
九
億
一
千

四
十
一
万
七
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
国
庫
支
出
金
で
四
千
三
百
五

十
九
万
五
千
円
、
前
期
高
齢
者
交
付
金

で
五
百
五
十
四
万
円
の
減
額
補
正
及
び

共
同
事
業
交
付
金
で
二
百
三
十
二
万
一

千
円
の
増
額
補
正
は
年
度
末
ま
で
の
見

込
み
に
よ
る
も
の
で
す
。
一
般
会
計
繰

入
金
で
三
百
三
十
七
万
二
千
円
の
減
額

補
正
及
び
繰
越
金
で
四
千
二
百
六
十
九

万
二
千
円
の
増
額
補
正
は
、
歳
出
の
増

額
補
正
分
の
財
源
と
し
て
充
て
る
も
の

で
す
。

　

歳
出
の
一
般
療
養
給
付
費
で
一
千
七

百
三
万
一
千
円
、
一
般
高
額
療
養
費
で

一
千
三
百
四
十
九
万
五
千
円
の
増
額
補

正
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
で
一
千
百

三
十
三
万
六
千
円
、
介
護
納
付
金
で
七

百
九
万
六
千
円
、
共
同
事
業
拠
出
金
で

一
千
八
百
七
十
万
四
千
円
の
減
額
補
正

は
、
年
度
末
ま
で
の
見
込
み
に
よ
る
も

の
で
す
。

介
護
納
付
金
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方

で
ど
こ
へ
支
払
う
の
で
す
か
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
四

十
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
の
方
が
納

め
て
い
る
介
護
納
付
金
を
社
会
保
険

診
療
報
酬
支
払
基
金
に
拠
出
し
て
介

護
保
険
に
納
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五
百
三
十
九
万
八
千

円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
予
算
の
総
額

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
億
六
千
十
万

四
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
の
一
般
会
計
繰
入
金
で
二
百
七

十
一
万
三
千
円
と
繰
越
金
で
二
百
六
十

八
万
五
千
円
の
増
額
補
正
は
、
歳
出
の

増
額
補
正
分
の
財
源
と
し
て
充
て
る
も

の
で
す
。

　

歳
出
の
施
設
介
護
給
付
費
で
百
四
万

三
千
円
及
び
高
額
介
護
給
付
費
で
百
三

十
六
万
円
の
増
額
補
正
は
、
年
度
末
ま

で
の
見
込
み
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
十
七
万
円
を
追
加

し
、
補
正
後
の
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
六
千
三
百
六
十
八
万

三
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
人
事
異
動
及
び
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
よ
る
も
の

で
す
。全

員
協
議
会
報
告

　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
、

議
員
全
員
、
町
長
初
め
担
当
課
職
員
及

び
徳
島
県
職
員
等
出
席
の
も
と
、
町
づ

く
り
に
関
わ
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
協

議
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
主
な
内
容
を

報
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
二
号
）

平
成
二
十
八
年
度
松
茂

町
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）

主
な
質
疑
事
項

Ａ Ｑ
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一
般
財
団
法
人
徳
島
県
環
境
整
備
公

社
担
当
者
か
ら
廃
棄
物
受
け
入
れ
開
始

十
年
を
迎
え
、
徳
島
東
部
処
分
場
の
埋

立
の
進
捗
状
況
は
、
平
成
二
十
七
年
度

末
で
約
二
六
％
で
す
。
水
質
等
の
管
理

状
況
に
つ
い
て
放
流
水
及
び
周
辺
海
域

に
お
い
て
、
定
期
的
に
水
質
検
査
を
実

施
し
て
お
り
異
常
は
な
く
、
維
持
管
理

基
準
を
遵
守
し
て
い
ま
す
と
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　

徳
島
県
と
松
茂
町
が
平
成
二
十
四
年

三
月
に
締
結
（
当
初
覚
書
は
平
成
十
三

年
六
月
締
結
）
し
た
徳
島
空
港
周
辺
整

備
事
業
（
二
期
計
画
）
に
係
る
覚
書
の

期
限
が
近
づ
い
て
お
り
、
徳
島
県
担
当

者
か
ら
二
期
計
画
の
事
業
実
施
等
に
つ

い
て
は
、
現
下
の
社
会
経
済
情
勢
及
び

県
の
財
政
事
情
に
鑑
み
、
再
再
度
の
延

期
を
お
願
い
し
ま
す
と
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

　

議
員
か
ら
は
平
成
十
三
年
六
月
の
当

初
覚
書
締
結
か
ら
相
当
年
数
経
過
し
て

お
り
、
そ
の
間
、
東
日
本
大
震
災
も
発

生
し
て
い
る
。
こ
の
計
画
に
は
海
岸
周

辺
の
整
備
計
画
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り

県
財
政
は
厳
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

徳
島
空
港
周
辺
整
備
事
業
（
二
期
計

画
）
の
実
施
を
進
め
て
く
だ
さ
い
と
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

庁
舎
の
移
転
は
、
年
内
に
完
了
し
ま

す
。
庁
舎
移
転
を
機
会
に
機
構
改
革
と

し
て
手
続
き
や
サ
ー
ビ
ス
の
関
連
す
る

町
民
福
祉
課
、
健
康
保
険
課
の
事
務
分

掌
及
び
課
名
を
見
直
し
、
平
成
二
十
九

年
一
月
一
日
か
ら
住
民
課
、
福
祉
課
へ

の
再
編
を
行
い
ま
す
と
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

　

参
議
院
選
挙
に
お
け
る
合
区
の
解
消

に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て
協
議
の
結

果
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　

な
お
、
地
方
議
会
議
員
の
厚
生
年
金

制
度
へ
の
加
入
を
求
め
る
意
見
書
に
つ

い
て
は
、
協
議
の
結
果
、
こ
の
た
び
は

提
出
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
九
年
三
月
か
ら
開
始
す
る

コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
つ
い
て
の
説
明
と
平

成
二
十
九
年
度
か
ら
子
ど
も
は
ぐ
く
み

医
療
費
助
成
制
度
の
改
正
を
行
い
、
助

成
の
上
限
年
齢
を
中
学
校
修
了
ま
で
引

き
上
げ
る
予
定
で
す
と
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

徳
島
東
部
処
分
場
の
埋

立
状
況
に
つ
い
て

徳
島
東
部
処
分
場
の
埋

立
状
況
に
つ
い
て

意
見
書
に
つ
い
て

意
見
書
に
つ
い
て

そ
の
他

そ
の
他

徳
島
空
港
周
辺
整
備
事
業

（
二
期
計
画
）に
つ
い
て

徳
島
空
港
周
辺
整
備
事
業

（
二
期
計
画
）に
つ
い
て

庁
舎
の
移
転
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
と
機
構
改
革
に
つ
い
て

庁
舎
の
移
転
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
と
機
構
改
革
に
つ
い
て

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た

参議院選挙における合区の解消に関する意⾒書
 ⽇本国憲法が公布されて以来、⼆院制を採る我が国において、参議院は⼀貫し
て都道府県単位で代表を選出し、地⽅の声を国政に届ける役割を果たしてきた。
 現在、我が国の多くの地域が直⾯している過疎・⾼齢化、⼈⼝減少社会を克服
し、それぞれの地域において創意⼯夫に満ちた地⽅創⽣への取組みを進めていく
上においても、様々な状況に置かれた各地域の声を直接国政に反映させることの
できる仕組みが極めて重要である。
 そうした中、去る７⽉10⽇に投開票が⾏われた第24回参議院議員通常選挙に
おいて、いわゆる⼀票の格差の名の下に⼈⼝の少ない選挙区を統合する、憲政史
上初の合区による選挙が実施された。
 我が徳島県及び⾼知県選挙区においては、広範囲にわたる選挙区における選挙
活動の困難さや、有権者が直接候補者の政⾒に接する機会が減少するなど、⺠主
主義の根幹に関わる幾多の問題点が明らかになるとともに、有権者の投票意欲の
減退による投票率の低下が⽣じ、地⽅の⺠意を国政に反映させる上で深刻な課題
を残したと⾔わざるを得ない。
 都道府県制度は、これまでの⻑い歴史を経て、各地域の⽂化・歴史に根ざし、
かつ国⺠に広く定着した地⽅⾃治の根幹である。都道府県単位による代表が国政
に参加する仕組みを参議院において堅持することが我が国の⺠主主義において最
も守られるべき原則の⼀つである。
 ついては、広範な国⺠世論を背景として、合区による選挙制度を⾒直し、法律
のみならず憲法の改正も視野に⼊れて、都道府県単位による代表が国政に参加す
る仕組みを速やかに構築されるよう強く要望する。
 以上、地⽅⾃治法第99条の規定により意⾒書を提出する。

平成28年12⽉14⽇
徳島県松茂町議会

 提 出 先
 衆議院議⻑ 参議院議⻑ 内閣総理⼤⾂ 総務⼤⾂ 法務⼤⾂ 内閣官房⻑官
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議
会
議
員
の
視
察
研
修
を
、
十
月
二

十
六
日
（
水
）
〜
十
月
二
十
八
日

（
金
）
の
三
日
間
、
千
葉
県
神
崎
町
、

東
京
都
瑞
穂
町
、
東
京
湾
臨
海
部
基
幹

的
広
域
防
災
拠
点
（
有
明
の
丘
地
区
）

に
お
い
て
、
地
域
の
振
興
と
議
会
の
活

性
化
の
取
り
組
み
と
防
災
対
策
に
つ
い

て
行
政
視
察
を
実
施
し
ま
し
た
。

○
千
葉
県
神
崎
町

　

千
葉
県
神
崎
町
で
は
、
成
田
国
際
空

港
と
至
近
距
離
を
活
か
し
、
道
の
駅

「
発
酵
の
里
こ
う
ざ
き
」
を
核
と
し
て
、

産
業
の
振
興
、
雇
用
の
創
出
、
人
材
育

成
、
観
光
の
振
興
を
図
り
、
首
都
圏
と

地
域
の
人
・
も
の
・
情
報
が
交
流
す
る

新
し
い
地
域
拠
点
を
創
造
す
る
取
り
組

み
に
つ
い
て
視
察
を
し
ま
し
た
。
な
お
、

道
の
駅
「
発
酵
の
里
こ
う
ざ
き
」
は
、

国
土
交
通
省
か
ら
全
国
に
一
千
四
十
カ

所
あ
る
道
の
駅
か
ら
重
点
「
道
の
駅
」

（
三
十
五
カ
所
）
、
地
方
創
生
の
核
と

な
る
道
の
駅
と
し
て
選
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

○
東
京
都
瑞
穂
町

　

東
京
都
瑞
穂
町
で
は
、
基
地
（
在
日

米
軍
横
田
基
地
）
が
あ
り
、
状
況
は
異

な
り
ま
す
が
基
地
が
あ
る
議
会
の
活
性

化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
視
察
し
ま
し

た
。
ま
ず
、
瑞
穂
町
と
横
田
基
地
に
つ

い
て
概
要
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
続
い

て
議
会
の
活
性
化
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
、
平
成
二
十
七
年
度
全
国
町
村
議
会

議
長
会
主
催
の
「
第
三
十
回
町
村
議
会

広
報
全
国
コ
ン
ク
ー
ル
」
で
編
集
・
デ

ザ
イ
ン
部
門
で
奨
励
賞
を
受
賞
し
て
お

り
、
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
委
員
長

か
ら
編
集
の
工
夫
に
つ
い
て
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
議
会
報
告
会
な

ど
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
質
疑
等
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
八
年
度
松
茂
町
議
会
議
員
研
修

　

平
成
二
十
八
年
度
松
茂
町
議
会
議
員
研
修

神埼町　道の駅「発酵の里こうざき」

瑞穂町
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編 

集 

後 

記

　

表
紙
の
写
真
は
、
長
原
海
岸

に
て
平
成
二
十
九
年
の
初
日
の

出
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
元

旦
は
天
候
に
恵
ま
れ
、
沖
に
向

か
っ
て
松
茂
名
産
の
黒
海
苔
収

穫
の
漁
船
が
見
え
ま
し
た
。

　

日
ご
と
に
暖
か
さ
が
増
し
、

梅
の
開
花
が
終
わ
り
桜
の
開
花

を
待
ち
わ
び
る
、
春
め
く
季
節

と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
二
年
間
、
「
ま

つ
し
げ
町
議
会
だ
よ
り
」
を
編

集
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
現

委
員
に
よ
る
発
刊
は
今
回
が
最

後
と
な
り
ま
す
。
担
当
が
か
わ

り
ま
し
て
も
引
き
続
き
、
町
議

会
の
運
営
や
活
動
内
容
に
つ
い

て
町
民
の
皆
様
に
わ
か
り
や
す

く
お
伝
え
で
き
る
よ
う
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後

と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

◆
議
会
広
報
特
別
委
員
会

委
員
長　

佐
藤
道
昭

副
委
員
長　

原
田
幹
夫

委
員　

佐
藤
禎
宏

委
員　

板
東
絹
代

委
員　

鎌
田
寛
司

横
田
基
地
、
議
会
の
活
性
化
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
」
、
東
京
湾
臨

海
部
基
幹
的
広
域
防
災
拠
点
（
有

明
の
丘
地
区
）
見
学
と
い
う
視
察

で
あ
っ
た
が
、
全
て
本
町
に
必
要

な
施
策
の
取
り
組
み
で
あ
り
、
行

政
視
察
で
調
査
研
究
し
た
こ
と
を
、

我
が
町
の
振
興
と
防
災
対
策
に
活

か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

○
東
京
湾
臨
海
部
基
幹
的
広
域　

防
災
拠
点

　

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局

国
営
東
京
臨
海
広
域
防
災
公
園
、

東
京
湾
臨
海
部
基
幹
的
広
域
防
災

拠
点
（
有
明
の
丘
地
区
）
で
施
設

見
学
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
施
設

は
内
閣
府
と
国
土
交
通
省
が
管
理

す
る
施
設
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

担
当
者
か
ら
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
、

内
閣
府
担
当
者
か

ら
整
備
の
経
緯
と

施
設
の
機
能
・
概

要
に
つ
い
て
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

続
い
て
国
土
交
通

省
担
当
者
か
ら
管

理
す
る
広
域
防
災

公
園
施
設
の
概
要

な
ど
に
つ
い
て
説

明
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
の
視

察
研
修
は
、
千
葉

県
神
崎
町
で
は
、

「
道
の
駅
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
」
、

東
京
都
瑞
穂
町
で

は
、
「
瑞
穂
町
と

　平成28年11月９日（水）正午より東京

都のＮＨＫホールにおいて、第60回町村

議会議長全国大会が開催され、徳島県内

の町村議会議長が参加しました。

　大会では、「東日本大震災及び熊本地

震からの復旧・復興と大規模災害対策の

確立」「地方創生のさらなる推進」「町

村税財源の充実強化」「参議院選挙にお

ける合区の解消」「地方議会議員の厚生

年金制度への加入実現を求める」等の特

別議決、要望、決議が発表され、それぞ

れ全会一致で決定されました。

　大会終了後には、シンクロスイマー・

教育コメンテーターの武田美保氏による

「究極のチームワーク・リーダーシッ

プ」と題した特別講演が行われました。

第60回町村議会議長全国大会第60回町村議会議長全国大会

東京湾臨海部基幹的広域拠点


